様式第２号（第７条関係）
（文書番号）指令第　　号

　　年　　月　　日

　　　（事業者名）　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北見市長

北見市ＪＲ石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付決定通知書
　
　　　年　　月　　日付で申請のあった北見市ＪＲ石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付について、北見市ＪＲ石北本線利用募集型企画旅行商品造成事業助成金交付要綱第7条の規定により、下記のとおり決定したのでお知らせします。

記

	商品名称
	

	実施予定日
	　　年　　月　　日発　～　　　年　　月　　日発

	交付決定額
（上限額）
	　　　　　　　　　円

	不交付
	（理由）





留意事項
（１）申請の内容に変更があるとき、又は助成対象ツアーを中止するときは、北見市ＪＲ石北本線利用募集型企画旅行商品造成事業助成金交付要綱第8条の規定により、速やかに北見市ＪＲ石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付中止等報告書（様式第３号）を提出してください。
（２）事業が完了したときは、１４日以内に北見市ＪＲ石北本線利用募集型企画旅行商品助成金交付実績報告書（様式第４号）及び北見市ＪＲ石北本線利用募集型企画旅行商品助成金請求書（様式第６号）を提出してください。
（３）上記の交付決定額は、助成の上限額であり、この金額の範囲内で実績報告に基づき、助成金を支払います。

